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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】

提出会社の状況

 

回次 第57期 第58期 第59期 第60期 第61期

決算年月 2021年７月 2022年７月 2023年７月 2024年７月 2025年７月

売上高 (千円) 719,467 749,492 739,915 786,171 807,059

経常利益 (千円) 32,615 37,308 14,746 17,153 15,604

当期純利益 (千円) 23,734 15,066 12,456 11,968 13,239

持分法を適用した場合の
投資利益

(千円) ― ― ― ― ―

資本金 (千円) 1,119,200 1,119,200 1,119,200 1,119,200 1,119,200

発行済株式総数 (株) 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

純資産額 (千円) 1,760,365 1,465,738 1,478,195 1,490,163 1,503,403

総資産額 (千円) 2,499,386 2,606,038 2,510,603 2,482,533 2,448,851

１株当たり純資産額 (円) 880,182.72 732,869.36 739,097.70 745,081.83 751,701.66

１株当たり配当額
(１株当たり中間配当額)

(円)
― ― ― ― ―

(―) （―) （―) （―) （―)

１株当たり当期純利益 (円) 11,867.33 7,533.07 6,228.35 5,984.13 6,619.83

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 70.4 56.2 58.9 60.0 61.4

自己資本利益率 (％) 1.3 1.0 0.8 0.8 0.9

株価収益率 (倍) ― ― ― ― ―

配当性向 (％) ― ― ― ― ―

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 106,134 102,413 △7,273 74,293 13,527

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △13,300 △1,727 △17,462 △13,616 △25,495

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △78,028 47,807 △45,065 △59,828 △18,859

現金及び現金同等物
の期末残高

(千円) 385,514 534,009 464,208 465,056 434,228

従業員数
(平均臨時雇用者数)

(名)
56 55 52 58 60
(54) (55) (59) (62) (59)

株主総利回り (％) ― ― ― ― ―
(比較指標：―) (％) (―) (―) (―) (―) (―)

最高株価 (円) ― ― ― ― ―

最低株価 (円) ― ― ― ― ―
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(注) １　当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記

載しておりません。

２　持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社を有していないため記載しておりません。

３　潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

４　株価収益率、株主総利回り、最高株価、最低株価については、当社が非上場、非登録であり、株価が把握で

きないため記載しておりません。

５　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第58期の期首から適用してお

り、第58期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっておりま

す。

 
　

２ 【沿革】

1964年11月16日

 

 

株式会社　藤ケ谷カントリー倶楽部設立

東京事務所開設　台東区上野４－10－９　京成電鉄ビル内
 

1965年２月１日

 

 

京成ゴルフ株式会社より藤ケ谷パブリックゴルフ場の資産を譲受け、藤ケ谷カントリー

倶楽部開業
 

1965年２月１日 東京事務所移転　中央区銀座８－５－15　日吉ビル

1975年６月１日 東京事務所移転　中央区銀座８－10－７　東成ビル

1998年３月31日 東京事務所閉鎖

2005年２月21日 新クラブハウス竣工

2013年９月17日 本店所在地移転　千葉県市川市八幡三丁目３番１号
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３ 【事業の内容】

当社の現在の事業はゴルフ場の施設経営を本業とし、併せて食堂及び売店の事業を営んでおります。ゴルフ場施設

は常磐自動車道柏インターより白井に通じる国道に沿った交通至便な場所に位置し、柏市泉に、625,852㎡を整地し

て、18ホール及び練習場を完備してゴルフ場の経営を行っております。食堂は直営で、来場者へのサービス本位に運

営いたしております。

会社経営は総て株式会社藤ケ谷カントリー倶楽部がこれに当たり、会員を以ってクラブを組織しゴルフの普及発展

を促し、スポーツマンシップの涵養に努め会員相互の親睦を図ることを目的といたしております。

 

 

No. Par
Korai Grass Green Bent Grass Green

Back Reg Ｆront Ladies Hdcp Back Reg Front Ladies Hdcp
1 5 533 500 491 461 3 503 470 461 431 15
2 3 192 175 142 142 9 200 183 150 150 3
3 5 518 487 474 434 15 510 479 466 426 11
4 4 416 396 330 330 7 432 412 346 346 1
5 4 440 428 301 301 1 431 419 293 293 7
6 3 165 151 144 134 13 161 147 140 130 13
7 4 396 373 360 330 11 423 400 387 357 5
8 4 367 337 322 302 17 360 330 315 295 17
9 4 408 367 328 328 5 420 379 343 343 9
Out 36 3435 3214 2892 2762  3440 3219 2901 2771  
10 5 495 472 456 426 10 518 495 479 449 6
11 4 453 409 331 331 4 426 382 305 305 12
12 5 538 488 478 448 16 533 483 473 443 16
13 3 205 170 131 131 2 192 157 119 119 2
14 4 385 370 361 291 8 397 382 373 303 10
15 3 190 159 145 135 14 189 158 144 134 14
16 4 299 282 274 254 18 319 302 294 274 18
17 4 434 367 314 314 6 450 383 328 328 4
18 4 392 360 312 312 12 420 388 339 339 8
In 36 3391 3077 2802 2642  3444 3130 2854 2694  
Total 72 6826 6291 5694 5404  6884 6349 5755 5465  
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なお、当社の最近における売上構成比率は次の通りであります。

 

内訳
前事業年度 当事業年度

2023年８月１日～2024年７月31日 2024年８月１日～2025年７月31日

ゴルフ収入 (％) 85.4 85.9

食堂収入 (％) 11.6 11.2

売店収入 (％) 3.0 2.9

計 (％) 100.0 100.0
 

 

４ 【関係会社の状況】

該当事項はありません。

 

５ 【従業員の状況】

(1) 提出会社の状況

2025年７月31日現在

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円)

60（59） 51.9 15.7 4,197
 

(注) １　従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員数であります。

２　「従業員数」欄の(　)内は、臨時従業員の年間平均雇用人数であり、外数で記載しております。

３　平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

４　当社は、ゴルフ事業及びこれに付帯する業務の単一セグメントであるため、セグメント情報ごとの記載はし

ておりません。

 

(2) 労働組合の状況

労働組合は組織されておりませんが、労使関係は極めて良好であります。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

ゴルフ業界における経営環境は、コロナ禍以降に高まったゴルフ人気が落ち着きをみせる中、少子高齢化によるゴ

ルフ人口の減少、異常気象の影響、物価高騰や人件費の上昇などにより、依然として厳しい状況が続いております。

このような環境下において、当クラブは来場者の皆様により快適なゴルフプレーを楽しんでいただけるよう、利便

性と快適性の更なる向上を目指し、サービスの充実に努めてまいります。

営業につきましては、休場日の貸切営業やコンペ誘致活動の更なる強化に加え、会員向けに優待券などを提供し、

来場促進に努めてまいります。また、週末などのキャンセル待ち対策としてキャディ派遣会社への増員要請や近隣高

校などへの新規キャディの募集活動も継続してまいります。コースの整備につきましては、樹木の間伐とフェアウェ

イのエアレーション作業を継続するほか、ベントグリーンの外周張替とインターシードを進めてまいります。設備関

係につきましては、スプリンクラー設備を順次更新するほか、バンカー排水設備の改修にも取り組んでまいります。

こうした取り組みを通じて、変化する経営環境に柔軟に対応し、持続可能なゴルフ場運営を目指してまいります。

 
２ 【サステナビリティに関する考え方及び取組】

当社のサステナビリティに関する考え方及び取組は、次のとおりであります。

なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。

 

（１）ガバナンス

当社は、ゴルフ場の経営において、サステナビリティへの積極的な取組をする予定であります。また、持続可能

性の実現に向け、環境保護、社会開発、経済発展を考慮した経営を追求すべく、取締役会が管理監督し、そのもと

で代表取締役社長及び配下の各組織体が業務執行を行う予定であります。

 

（２）戦略 

近年、地球温暖化や気候変動、海洋汚染、資源枯渇といった環境問題が深刻化しており、経済活動の継続が危ぶ

まれております。このような中、環境問題解決に向けた取組が重要課題の１つであります。

当社では、環境保全の一環として「プラスチックごみ削減」に向けた取組を継続的に進め、事業活動により発生

する環境負荷を低減し、脱炭素社会の実現を目指してまいります。また、安定的な事業継続に向けた社内体制づく

りを構築し、コースコンディションの更なる良化や接客サービスの向上に取り組んでまいります。

更に、人材の確保及び育成については、次の取組を行ってまいります。

①新卒者（高卒）の積極採用（学校訪問による募集活動）

②継続的な中途採用（自社ＨＰ、ハローワーク、求人広告による募集活動）

③定期的な処遇改善（諸手当等の見直し）

④接客サービス向上に向けた研修（キャディ研修）

 

（３）リスク管理

リスクの重要性を幹部会議にて定期的にモニタリングしてまいります。その中でも経営への影響が特に大きく、

対策の強化が必要なリスクは理事会等と共有し取締役会へ報告し対応してまいります。

 

（４）指標及び目標

上記（２）において記載した、人材の確保及び育成の取組について、次の指標を用いております。当該指標に関

する目標及び実績は、次のとおりであります。

指標 目標 実績（当事業年度）

新卒者（高卒）採用人数 近隣高校へ求人活動を実施し毎年数名の採用を目指す 0名

継続的な中途採用 求人広告媒体を活用し毎年数名の採用を目指す 10名
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３ 【事業等のリスク】

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可

能性のある事項には、以下のようなものがあります。当社は、事業等のリスクが発生する可能性を認識した上で、そ

の発生の回避及び発生した場合の対応に努める所存であります。

なお、以下の文中には将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は当事業年度末(2025年７月31日)時点に

おいて判断したものであります。

 
(１)当社特有の経営方針とその影響について

当社は、株主を主な会員とするメンバーシップ制のゴルフ場を経営しており、当社の株主は、当社から事業活動

の結果としての配当を得ることよりも、経営するゴルフ場施設を快適かつリーズナブルに利用できることを株式所

有の目的としております。そのため当社は施設利用に際して会員を優遇するかわりに株主への配当は実施せず、利

益は内部留保の上、経営の安定化又はゴルフ場施設の改善に充当する方針を掲げております。

また当社は、会員の快適なプレー環境を保証するため、会員及び会員が同伴又は紹介するゲストのみを受け入れ

ており、不特定多数の顧客を対象とした営業活動は実施しておりません。ゴルフ場間の低価格競争により来場者確

保が厳しさを増す中、当社は他のゴルフ場との差別化に重点を置き、状況に応じた会員の負担による健全経営を目

指しておりますが、今後、会員の高齢化に伴う来場回数の減少や他ゴルフ場の利用料水準の急激な低下などによ

り、会員及び会員の同伴又は紹介によるゲストの来場者が極端に減少した場合、当社の業績及び財務状況に影響を

及ぼす可能性があります。

 
(２)天候不順・災害発生等の影響について

当社の事業であるゴルフ場事業は天気・気温など天候要因によって来場者数が変動しやすい事業であります。悪

天候による一定の影響は見込んでおりますが、来場者数が増加する春・秋の土日祝日の悪天候、梅雨の長雨及び長

期にわたる夏季の高温、冬季の降雪に伴う積雪による長期の営業休止などが発生した場合、来場者数の減少により

当社の業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。また、前記の長期間にわたる悪天候をはじめ、予期し

得ない気象条件の変化、火災・地震などの自然災害、病害虫の発生などにより、芝の育成状態をはじめとするコー

スコンディションが損なわれた場合、長期間にわたる営業休止はもとより多額の復旧費用が必要となる可能性があ

ります。

 
(３)名義書換・登録収入の増減の影響について

当社の営業収入において来場者収入に次ぐウェイトを占める名義書換・登録収入は、当社株式の売買・相続また

は法人株主内の会員登録変更などの状況に応じて発生するものであり、会員権相場及び景気動向の影響を受けやす

いため、事前の収支予想が難しいことからその増減が当社の業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

 
(４)借地使用の影響について

当社の経営するゴルフ場用地の一部には借地を含んでおります。契約及び地主との関係は良好ですが、将来的に

地主との契約更新が出来ない場合において、事業の継続に重要な影響を及ぼす可能性があります。

 
(５)減損会計の影響について

当社は2025年７月末現在1,980,683千円の有形固定資産を有しておりますが、これらの資産による回収可能価額が

帳簿価額を下回る場合は減損の必要が生じ、当社の財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼす可能性がありま

す。

 
(６)感染症の流行による影響について

当社は、株主を主な会員とするメンバーシップ制のゴルフ場を経営しており、その会員は主に地元千葉県や東京

都といった首都圏の方により構成されており、ゲスト来場者も同様であります。新型コロナウイルスのような社

会・経済活動に重大な影響を及ぼす感染症が流行した場合、感染率の高い都市部では緊急事態宣言等が発令され、

外出制限や営業自粛等の要請により、来場者数や新規入会申込者が減少し、当社の財政状態及び経営成績に重要な

影響を及ぼす可能性があります。
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４ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績等の状況の概要

当事業年度における当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下、「経営成績等」という。）の状

況の概要は次のとおりであります。

 

① 財政状態及び経営成績の状況

当事業年度における売上高は807,059千円となり、前事業年度と比較して20,888千円増加となりました。この主

な要因は、プレー料金を改定したことによるものであります。

売上原価、販売費及び一般管理費は794,860千円となり、前事業年度と比較して23,150千円増加となりました。

この主な要因は、最低賃金上昇による人件費の増加、物価高騰による飲食材料費の増加、水道光熱費が増加した

ことによるものであります。

この結果、営業利益は前事業年度と比較して2,262千円減少の12,199千円となりました。営業外収益は前事業年

度と比較して600千円増加の3,541千円、営業外費用は前事業年度と比較して113千円減少の135千円となり、経常

利益は前事業年度と比較して1,549千円減少の15,604千円、当期純利益は前事業年度と比較して1,271千円増加の

13,239千円となりました。

また、当事業年度末の財政状態は、資産の部合計が2,448,851千円となり、前事業年度末と比較して33,681千円

減少となりました。

流動資産は468,147千円となり、前事業年度末と比較して29,109千円減少となりました。この主な要因は、現金

及び預金が30,827千円減少したことによるものであります

固定資産は1,980,703千円となり、前事業年度末と比較して4,571千円減少となりました。この主な要因は、有

形固定資産の新規取得による増加はありましたが、減価償却により減少したことによるものであります。

負債の部合計は945,448千円となり、前事業年度末と比較して46,921千円減少となりました。

流動負債は390,343千円となり、前事業年度末と比較して26,043千円減少となりました。この主な要因は、名義

書換・登録収入に係る契約負債の減少のほか、１年内返済予定の長期借入金、未払法人税等、未払消費税等が減

少したことによるものであります。

固定負債は555,104千円となり、前事業年度末と比較して20,877千円減少となりました。この主な要因は、退職

給付引当金の取崩しによる減少、平日会員の退会による会員預り金の減少のほか、リース債務が減少したことに

よるものであります。

純資産の部合計は1,503,403千円となり、前事業年度末と比較して13,239千円増加となりました。この主な要因

は、繰越利益剰余金が増加したことによるものであります。

 

② キャッシュ・フローの状況

当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は前事業年度末より30,827千円減

少し434,228千円となりました。

また、当事業年度における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当事業年度における営業活動の結果取得した資金は、前事業年度に比べ60,765千円減少の13,527千円となりま

した。これは、税引前当期純利益、減価償却費の計上はありましたが、名義書換・登録収入に係る契約負債の減

少、退職金支払いによる退職給付引当金の取崩しによる減少があったことによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当事業年度における投資活動の結果使用した資金は、前事業年度に比べ11,879千円増加の25,495千円となりま

した。これは、有形固定資産の取得による支出があったことによるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当事業年度における財務活動の結果使用した資金は、前事業年度に比べ40,968千円減少の18,859千円となりま

した。これは、会員預り金の返済による支出、長期借入金の返済による支出があったことによるものでありま

す。
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③ 生産、受注及び販売の実績

当社の実態に即した内容を記載するため、生産、受注及び販売の実績に代えて収容能力及び収容実績並びに営

業実績を記載しております。なお、当社は単一のセグメントであるため、セグメントごとの記載を省略しており

ます。

 

ａ 収容能力

コース１ヶ月当たり収容能力は、次の通りであります。

 
前事業年度

(2024年７月31日)
当事業年度

(2025年７月31日)

4,680人   4,680人
 

(注)　計算方法は次の通りであります。

１ヶ月26日稼働として１日当たり収容人員(180人)をそれぞれ乗じたものであります。

 

ｂ 収容実績

最近２年間の収容実績は次の通りであります。

 
前事業年度

(自　2023年８月１日
至　2024年７月31日)

当事業年度
(自　2024年８月１日
至　2025年７月31日)

１ヶ年(人) 稼働率(％) １ヶ年(人) 稼働率(％)

36,171 64.4 34,658 61.7
 

 

(注) １ 稼働率＝
収容実績(人数)

×100％
収容能力(人数)

 

２　金額は別項、営業実績の項に掲記しております。

 

ｃ 営業実績

 

区分

前事業年度
(自　2023年８月１日
至　2024年７月31日)

当事業年度
(自　2024年８月１日
至　2025年７月31日)

金額(千円) 金額(千円)

ゴルフ収入 671,032 693,137

食堂収入 91,430 90,490

売店収入 23,708 23,432

売上高合計 786,171 807,059
 

 

(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

経営者の視点による当社の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。なお、

文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において判断したものであります。

 

① 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

当社の財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。

この財務諸表の作成にあたって、必要と思われる見積りは合理的な基準に基づいて実施しております。
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② 当事業年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

当事業年度におけるわが国経済は、企業収益は総じてみれば改善し、個人消費は持ち直しの動きがみられるも

のの、雇用環境の変化に加え、円安や物価上昇の影響もあり、緩やかな回復となりました。

ゴルフ業界におきましては、コロナ禍以降に高まったゴルフ人気が徐々に落ち着きをみせる中、少子高齢化に

よるゴルフ人口の減少、異常気象の影響、更には原材料費や人件費の上昇などが重なり、依然として厳しい経営

環境が続いております。

このような状況の中、当クラブは本年、開場60周年を迎えるにあたり、更なるコースコンディションの良化、

老朽化した設備の更新、キャディの接客サービス向上に注力し、一層の来場者満足度向上を目指した取り組みを

展開しました。

営業につきましては、休場日の貸切営業やコンペの集客強化に取り組むほか、週末などの繁忙期におけるキャ

ンセル待ち対策としてキャディ派遣会社への増員要請や近隣高校などへの新規キャディの募集活動を実施しまし

た。コースの整備につきましては、芝の育成促進を目的に、樹木の間伐やフェアウェイのエアレーション作業を

継続したほか、フェアウェイへの着色栄養剤の散布、ベントグリーンの外周張替とインターシードを行いまし

た。設備関係につきましては、コース内のスプリンクラー設備を順次更新したほか、4番ホール右側斜面への階段

設置やカートナビシステムも導入しました。キャディの接客サービスにつきましては、定期的に研修を実施する

など、サービス品質の向上にも努めました。

当事業年度の営業日数につきましては、前事業年度と比べて休場日の貸切営業が減少したものの、降雪などの

クローズ減少や暦の影響により、1日増の317日となりました。

来場者数につきましては、猛暑や大雨などの天候不順の影響により、前事業年度比1,513名減の34,658名となり

ました。

営業収入につきましては、来場者数が減少したものの、プレー料金改定などの効果により、前事業年度比

20,888千円増の807,059千円となりました。

営業費用につきましては、原材料費や人件費などの上昇により、前事業年度比23,150千円増の794,860千円とな

りました。

以上により、営業利益は前事業年度比2,262千円減の12,199千円、経常利益は前事業年度比1,549千円減の

15,604千円、当期純利益は前事業年度比1,271千円増の13,239千円となりました。

 
③ 資本の財源及び資金の流動性

当社の資金需要は運転資金需要と設備資金需要があります。運転資金需要の主なものは、一般管理費等の営業

費用であり、これらの資金は自己資金により賄うことを基本としております。設備資金需要の主なものはゴルフ

コース維持管理用機械及びゴルフ場付属設備に関する投資等であり、これらの資金は自己資金で賄うことを基本

としておりますが、必要に応じて金融機関等からの借入も検討しております。

 
５ 【重要な契約等】

京成電鉄株式会社からの土地賃借について

(イ)賃借物件表示　　千葉県柏市若白毛字幸田345　他23筆　58,587㎡

(ロ)契約年月日　　　2024年６月１日

(ハ)賃借期間　　　　2024年６月１日～2027年５月31日

(ニ)賃借料　　　　　１ケ月　1,741,000円　　年額　20,892,000円

 

６ 【研究開発活動】

該当事項はありません。
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第３ 【設備の状況】

 

１ 【設備投資等の概要】

当事業年度における設備投資の総額は29,245千円であり、次のとおりであります。

(１)当期中に完成した主要設備

設備の名称 数量 金額(千円)

乗用カートナビシステム １式 7,330

スプリンクラー設備
（ティーイングエリア、ベントグリーン）

１式 7,100

乗用３連ロータリーモア １台 3,750

キャディバッグ搬送機 １台 3,200

ブロワー（コース作業用） １台 1,530

井戸ポンプ設備 １台 1,300

軽トラック（コース作業用） １台 1,016

トイレフェンス（16番ホール） １式 950

階段（４番ホール） １式 895

複合機（事務所用） １台 640

冷凍冷蔵庫（食堂用） １台 468

防球ネット支柱（18番ホール） １式 427

テーブル型冷凍冷蔵庫（食堂用） １台 400

テレビ（食堂ホール用） １台 238
 

 

２ 【主要な設備の状況】
 

 
藤ヶ谷カントリークラブ

千葉県柏市

設備の内容 ゴルフ場及び周辺施設

土地
面積 (㎡) 567,265  

金額 (千円) 1,287,566  

建物
面積 (㎡) 4,954  

金額 (千円) 392,523  

構築物 (千円) 91,796  

機械及び装置 (千円) 25,280  

車両運搬具 (千円) 1,695  

工具、器具及び備品 (千円) 4,167  

リース資産 (千円) 2,817  

コース (千円) 174,835  

投下資本合計 (千円) 1,980,683  

従業員数 (名) 60 (59)
 

(注) １　当社コースの一部の土地を賃借しております。年間の賃借料は20,892千円であり、また面積は、58,587㎡で

あります。

２　従業員数の(　)内は、臨時従業員数を外書しております。

 

３ 【設備の新設、除却等の計画】

特に記載すべき事項はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 1,200

優先株式 1,200

計 2,400
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
事業年度末現在
発行数(株)

(2025年７月31日)

提出日現在
発行数(株)

(2025年10月29日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 1,000 1,000 非上場・非登録
株主としての権利内容に制
限のない、標準となる株式

(注)１

優先株式 1,000 1,000 非上場・非登録 (注)１、２

計 2,000 2,000 ― ―
 

(注)１　単元株制度は採用しておりません。

　　２　優先株式の内容は次のとおりであります。

(ａ)残余財産の分配

　　当社の残余財産を分配するときは、優先株式または優先登録質権者に対して残余財産請求権につき普通株式

１の割合に対して優先株式２の割合で分配を行います。

(ｂ)議決権

　　優先株主は株主総会において議決権を有しません。

(ｃ)種類株主総会の決議

　　定款において、会社法第322条第２項に関する定めはしておりません。

(ｄ)議決権を有しないこととしている理由

　　本優先株式は自己資本の充実及び財務体質の強化を目的として発行したものであり、株主総会において議決

権を有しません。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。
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(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 

(千円)

資本金残高
 

(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2003年８月１日～
2004年７月31日(注)

1,000 2,000 400,000 1,119,200 400,000 400,000

 

(注)　2003年10月１日に、有償株主割当増資（割当比率１：１）並びに、その失権処理に伴う有償第三者割当増資

（割当先：京成電鉄株式会社）を実施しております。なお、株主割当増資、第三者割当増資ともに発行価額

は800千円、うち資本組入額400千円であります。

 

(5) 【所有者別状況】

①普通株式

2025年７月31日現在

区分

株式の状況

政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等 個人
その他

計
個人以外 個人

株主数(人) ― 7 1 251 ― ― 630 889

所有株式数(株) ― 14 5 351 ― ― 630 1,000

所有株式数の割合(％) ― 1.4 0.5 35.1 ― ― 63.0 100.0

 

 

②優先株式

2025年７月31日現在

区分

株式の状況

政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等 個人
その他

計
個人以外 個人

株主数(人) ― 7 1 251 ― ― 630 889

所有株式数(株) ― 14 5 351 ― ― 630 1,000

所有株式数の割合(％) ― 1.4 0.5 35.1 ― ― 63.0 100.0
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(6) 【大株主の状況】

①所有株式数別

2025年７月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の総数
に対する所有
株式数の割合
(％)

京成電鉄株式会社 千葉県市川市八幡３の３の１ 34 1.7

株式会社商船三井 東京都港区虎ノ門２の１の１ 16 0.8

マブチモーター株式会社 千葉県松戸市松飛台４３０ 16 0.8

三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内１の４の１ 14 0.7

医療法人社団ますお会 千葉県流山市駒木台２３３の４ 12 0.6

株式会社オリエンタルランド 千葉県浦安市舞浜１の１ 10 0.5

東京短資株式会社 東京都中央区日本橋室町４の４の１０ 10 0.5

扶桑鋼管株式会社 千葉県浦安市美浜１の９の２ 10 0.5

カヤバ株式会社 東京都港区浜松町２の４の１ 8 0.4

川崎汽船株式会社 東京都千代田区内幸町２の１の１ 8 0.4

計 － 138 6.9
 

（注）１　所有株式数が同数の場合には、会社名等による五十音順を基準として上記に記載しております。

　　　２　所有株式数８株の株主は、上記の他４名であります。

 

②所有議決権数別

2025年７月31日現在

氏名又は名称 住所
所有議決権数
(個)

総株主の議決権
に対する所有
議決権数の割合

(％)

京成電鉄株式会社 千葉県市川市八幡３の３の１ 17 1.7

株式会社商船三井 東京都港区虎ノ門２の１の１ 8 0.8

マブチモーター株式会社 千葉県松戸市松飛台４３０ 8 0.8

三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内１の４の１ 7 0.7

医療法人社団ますお会 千葉県流山市駒木台２３３の４ 6 0.6

株式会社オリエンタルランド 千葉県浦安市舞浜１の１ 5 0.5

東京短資株式会社 東京都中央区日本橋室町４の４の１０ 5 0.5

扶桑鋼管株式会社 千葉県浦安市美浜１の９の２ 5 0.5

カヤバ株式会社 東京都港区浜松町２の４の１ 4 0.4

川崎汽船株式会社 東京都千代田区内幸町２の１の１ 4 0.4

計 － 69 6.9
 

（注）１　所有議決権数が同数の場合には、会社名等による五十音順を基準として上記に記載しております。

　　　２　所有議決権数４個の株主は、上記の他４名であります。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2025年７月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 優先株式　　1,000 ―

議決権を持たない残余財産分配に係
る優先株式とし、当会社の残余財産
を分配するときは、優先株主または
優先登録質権者に対して、残余財産
請求権につき普通株式１の割合に対
して優先株式２の割合で分配する。

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 1,000
 

1,000
株主としての権利内容に制限のな
い、標準となる株式

発行済株式総数 2,000 ― ―

総株主の議決権 ― 1,000 ―
 

 

② 【自己株式等】

2025年７月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

― ― ― ― ― ―

計 ― ― ― ― ―
 

 

２ 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 該当事項はありません。
 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

該当事項はありません。

 

３ 【配当政策】

当社は、毎年７月31日を基準日として、株主総会の決議によって金銭による剰余金の配当を支払うことができま

す。なお、配当の回数については、特段定めないことを基本的な方針としております。

但し、当社は、株主会員制ゴルフ場の経営を目的としており、ゴルフ場施設のコンディションを常に最良な状態に

するとともに、会員の要望に基づく施設及びサービスの改善を実施することなどにより、会員のクラブライフの向上

を実現することが株主各位に対する利益還元と考えておりますので、内部留保資金は、基本的に将来の不慮の出費又

は設備資金等に充当する方針としております。

この方針に基づき、当社は、当事業年度を含め、創業以来一貫して株主への剰余金の配当は実施しておりません。
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４ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)

当社は、株主を主な会員とするメンバーシップ制のゴルフ場を経営しており、企業運営の健全性は会員の負担によ

りこれを確保することとし、経営の結果利益が生じた場合は、ゴルフ場が提供するサービスをもって会員に還元され

るべきとの基本方針を掲げております。

当社のコーポレート・ガバナンスは、この基本方針の実現のため、経営の効率性・透明性を確保しつつ社会環境・

経営環境の変化に迅速に対応しうる組織体制及び内部統制システムの確立に努めております。

なお、会員組織である藤ヶ谷カントリークラブ及びその理事会との連携は、経営の妥当性及び透明性確保に寄与し

ております。

 

(コーポレート・ガバナンス体制の状況)

①取締役会

当社の取締役会は当事業年度末現在６名（うち社外取締役４名）で構成されており、原則年間５回の開催によ

り、経営上重要な意思決定を効率的に行っております。日常的かつ迅速を要するゴルフ場運営にあたっての意思

決定は、前記の基本方針に基づき藤ヶ谷カントリークラブ理事会が取締役会を補完する体制が整備されておりま

す。また取締役会は、経営推進に当たり必要に応じて諮問機関を設置し、業務執行に当たっております。

②監査役会

当社は監査役制度を採用しており、監査役会は当事業年度末現在常勤監査役１名を含め社外監査役３名で構成

されております。当社の監査役は、取締役会ほか重要な会議に出席するとともに、監査役会を開催し、監査機能

の強化を図っております。また監査役監査におきましては、会計監査人による監査と相互に連携を図っておりま

す。

 

(内部統制システムの基本方針について)

会社法(平成17年法律第86号)第362条第４項第６号及び第５項に基づき、取締役の職務の執行が法令及び定款に適

合するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備に

関し、取締役会において、その基本方針を決議しております。

 

(リスク管理体制の整備の状況)

当社は内部管理体制の整備・充実を図ることがリスク管理のためにも必要と考えております。今後、業務分掌規

程や職責権限表等を整備し、責任と権限の明確化をより一層進めていくことが重要課題の一つであると認識してお

ります。

 
(役員報酬の内容)

当事業年度における当社の取締役及び監査役に対する報酬は以下の通りであります。

取締役及び監査役の年間報酬総額

取締役　２名　5,040千円（社外取締役４名は無報酬）

監査役　１名　1,800千円（非常勤監査役２名は無報酬）

 

（議決権制限株式）

当社は、資金調達の多様化を図り、適切な資本政策を実行することを可能とするため、会社法第108条第１項第３

号に定める内容（いわゆる議決権制限）について普通株式と異なる定めをした議決権のない優先株式を発行してお

ります。

 

（取締役の定数）

当社の取締役は、７名以内とする旨を定款に定めております。
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（取締役の選任の決議要件）

当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１

以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決

議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。

 

（株主総会の特別決議要件）

当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議について、議決権

を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって

行う旨を定款に定めております。

 

（取締役会の活動状況）

当事業年度において、当社は取締役会を５回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであ

ります。

氏名 開催回数 出席回数

取締役社長　　熊　谷　　　晋 ５回 ５回

取　締　役　　三　枝　紀　生 ５回 ５回

取　締　役　　渡　辺　輝　夫 ５回 ４回

取　締　役　　小　松　和　之 ５回 ５回

取　締　役　　吉　田　謙　次 ５回 ４回

取　締　役　　天　野　貴　夫 ５回 ５回
 

取締役会における具体的な検討内容として、法令及び定款に定められた事項、重要な組織に関する事項、決算及

び財務に関する事項、重要な規程の制定及び改廃、経営計画の策定、設備投資計画等、重要な業務執行に関する事

項があります。

 
（監査役の責任免除）

当社は、監査役が期待される職務を適切に行えるよう、会社法第426条第１項の規定により、善意でかつ重大な過

失がないときは、取締役会の決議によって、同法第423条第１項に規定する監査役（監査役であった者を含む）の損

害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。また、会社法第427条第１項の

規定により、善意でかつ重大な過失がないときは、取締役会の決議によって、同法第423条第１項に規定する社外監

査役の損害賠償責任を法令が定める額を限度とする旨の契約を、社外監査役との間で締結することができる旨を定

款に定めております。
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(2) 【役員の状況】

男性９名　女性０名　（役員のうち女性の比率0.0％）　

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数
(株)

取締役社長
(代表取締役)

熊　谷　　　晋 1962年９月12日生

1986年４月 京成電鉄株式会社入社

2011年６月 京成トラベルサービス株式会社代表取締役社長

2017年６月 北総鉄道株式会社常務取締役

2022年７月 当社参与

2022年10月 当社代表取締役社長（現任）

(注)３ ―

取締役 三　枝　紀　生 1949年２月11日生

1971年４月 京成電鉄株式会社入社

2004年６月 京成電鉄株式会社取締役

2006年６月 京成電鉄株式会社常務取締役

2008年６月 京成電鉄株式会社代表取締役専務取締役

2010年６月 京成電鉄株式会社代表取締役副社長

2011年６月 京成電鉄株式会社代表取締役社長

2011年10月 当社取締役(現任)

2017年６月 京成電鉄株式会社代表取締役会長

2021年６月 京成電鉄株式会社相談役(現任)

(注)３ ―

取締役 渡　辺　輝　夫 1948年５月20日生

1972年４月 三井信託銀行株式会社入社

1999年６月 三井信託銀行株式会社取締役

2000年４月 中央三井信託銀行株式会社執行役員

2002年３月 三井アセット信託銀行株式会社取締役常務執行
役員

2007年10月 中央三井アセットマネジメント株式会社代表取
締役社長

2012年７月 東京ベンチャーギア株式会社副会長

2017年10月 当社取締役(現任)

(注)３

普通株式
1
 

優先株式
1

取締役 小　松　和　之 1967年11月29日生

1986年４月 京成電鉄株式会社入社

2017年７月 当社副支配人

2019年10月 当社取締役支配人(現任)

(注)３ ―

取締役 吉　田　謙　次 1960年９月３日生

1984年４月 株式会社オリエンタルランド入社

2015年４月 株式会社オリエンタルランド執行役員

2019年４月 株式会社オリエンタルランド常務執行役員

2021年６月 株式会社オリエンタルランド代表取締役社長兼
ＣＯＯ社長執行役員

2021年10月 当社取締役(現任)

2025年６月 株式会社オリエンタルランド特別顧問（現任）

(注)３ ―

取締役 天　野　貴　夫 1965年９月21日生

1988年４月 京成電鉄株式会社入社

2015年６月 京成電鉄株式会社取締役

2018年６月 京成電鉄株式会社常務取締役

2021年６月 京成電鉄株式会社代表取締役専務取締役

2021年10月 京成電鉄株式会社代表取締役専務執行役員

2023年10月 当社取締役(現任)

2025年６月 京成電鉄株式会社代表取締役社長 社長執行役員
（現任）

(注)３ ―
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数
(株)

常勤監査役 三　上　　　功 1951年12月４日生

1975年４月 京成電鉄株式会社入社

2002年６月 千葉中央バス株式会社常務取締役

2005年４月 株式会社舞浜リゾートキャブ代表取締役社長

2008年４月 市川交通自動車株式会社代表取締役社長

2020年10月 当社常勤監査役(現任)

(注)４ ―

監査役 笠　井　孝　悦 1947年５月22日生

1970年４月 京成電鉄株式会社入社

2002年６月 京成電鉄株式会社取締役

2004年６月 京成電鉄株式会社常務取締役

2007年６月 京成電鉄株式会社専務取締役

2008年６月 京成電鉄株式会社代表取締役専務取締役

2009年６月 北総鉄道株式会社代表取締役社長

2012年６月 新京成電鉄株式会社代表取締役社長

2016年６月 新京成電鉄株式会社代表取締役会長

2018年６月 新京成電鉄株式会社相談役

2023年10月 当社監査役(現任)

(注)４ ―

監査役 加　藤　雅　哉 1960年８月６日生

1983年４月 株式会社日本興業銀行入行

2008年８月 株式会社みずほ銀行与信企画部長

2010年４月 株式会社みずほフィナンシャルグループ人事部長

2011年11月 みずほ証券株式会社国内営業部門長付シニアコー
ポレートオフィサー

2013年４月 みずほ証券株式会社執行役員ウェルスマネジメン
トグループ長

2014年５月 京成電鉄株式会社顧問

2014年６月 京成電鉄株式会社取締役

2015年６月 京成電鉄株式会社常務取締役

2017年４月 ケイ・アンド・アールホテルデベロップメント
株式会社代表取締役社長（現任）

2019年５月 京成ホテル株式会社代表取締役社長

2019年６月 株式会社千葉京成ホテル代表取締役社長（現任）

2022年６月 株式会社ユアエルム京成取締役会長

2024年10月 当社監査役（現任）

(注)４ ―

計

普通株式
1
 

優先株式
1

 

(注)１　取締役　三枝紀生、渡辺輝夫、吉田謙次、天野貴夫は、社外取締役であります。

　　２　常勤監査役　三上功、監査役　笠井孝悦、加藤雅哉は、社外監査役であります。

　　３　取締役の任期は、2025年７月期に係る定時株主総会終結の時から2026年７月期に係る定時株主総会終結の時

までであります。

　　４　監査役の任期は、2024年７月期に係る定時株主総会終結の時から2028年７月期に係る定時株主総会終結の時

までであります。
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（社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係）

各社外取締役及び各社外監査役と当社との間には、当社が経営するゴルフ場施設の利用による営業取引が存在

します。

その他の社外取締役及び社外監査役と当社の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係は、以下の通

りであります。

役職 氏名

当社への出資状況

社外における主な役職名
取引関係等
(注)１所有株式数

(株)
議決権比率
(％)

社外取締役
（非常勤）

三　枝　紀　生 ― ― 京成電鉄株式会社相談役 なし

渡　辺　輝　夫 2 0.1 ― なし

吉　田　謙　次 ― ― 株式会社オリエンタルランド特別顧問 なし

天　野　貴　夫 ― ―
京成電鉄株式会社代表取締役社長 社長

執行役員
(注)２

社外監査役
（非常勤）

笠　井　孝　悦 ― ― ― なし

加　藤　雅　哉 ― ―
ケイ・アンド・アールホテルデベロップ
メント株式会社代表取締役社長
株式会社千葉京成ホテル代表取締役社長

なし

 

(注)１　当社の経営するゴルフ場施設の利用による営業取引は除く。

　　２　当社と上記社外取締役及び社外監査役個人との間に取引関係その他の利害関係はありませんが、当社と当社

の社外取締役が社外において代表権を有する会社との関係は、以下の通りであります。

2025年７月31日現在

名称

当社への出資状況
取引関係
(注)１所有株式数

(株)
議決権比率
(％)

京成電鉄株式会社 34 1.7 土地の賃借
 

(注)１　当社の経営するゴルフ場施設の利用による営業取引は除く。

　　２　当社は上記の会社に対して出資しておりません。
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(3) 【監査の状況】

①　監査役監査の状況

当社における監査役監査は、監査役制度のもと常勤監査役１名と非常勤監査役２名で監査役会を構成しており

ます。監査役は取締役会に出席し取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するために意見を述べるほか、常

勤監査役においては経営者及び会計監査人との意見交換、稟議案件の監督等の日常的な業務監査を実施しており

ます。

当事業年度において当社は監査役会を５回開催しており、個々の監査役の出席状況については次の通りであり

ます。

氏名 開催回数 出席回数

常勤監査役　　三　上　　　功 ５回 ５回

監　査　役　　笠　井　孝　悦 ５回 ４回

監　査　役　　加　藤　雅　哉 ４回 ４回
 

（注）2024年10月23日開催の定時株主総会で監査役に選任された加藤雅哉は、就任後の出席状況を記載しておりま

す。

 
②　内部監査の状況

当社には内部監査の組織はありませんが、常勤監査役１名、非常勤監査役２名は予め定めた監査の方針等に従

い、取締役会に出席するほか、取締役の業務執行状況等について厳正な監視を行うとともに、内部統制の適用状

況等を監査しております。

 
③　会計監査の状況

当社の会計監査は、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結しております。当事業年度において業務を執行

した公認会計士の氏名、所属する監査法人名、継続監査年数及び業務に係る補助者の構成は以下の通りでありま

す。

 

ａ　監査法人の名称

有限責任 あずさ監査法人

 

ｂ　継続監査期間

1990年以降

(注)上記継続監査期間は、当社において調査可能な範囲での期間であり、実際の継続監査期間は上記期間を

超えている可能性があります。

 

ｃ　業務を執行した公認会計士

島　　　義　浩　（継続監査期間　３年）

 

ｄ　監査業務に係る補助者の構成

公認会計士　３名

その他　　　７名
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ｅ　監査法人の選定方針と理由

当社は監査法人の選定方針として、会計監査人に求められている専門性、独立性及び適正性を有し、当社の

会計監査が適切かつ妥当に行われることとしております。有限責任あずさ監査法人は、会計監査人としての専

門性、品質管理体制、独立性及び監査体制等も含めて総合的に勘案した結果、当社の会計監査人として適任と

判断いたしました。

なお、監査役会は、会計監査人について、会社法第340条第１項各号に該当するなどの事実を確認したとき

は、速やかにその内容を調査し、監査継続が困難である、あるいは監査を行わせることが適当でないと判断し

た場合は、法令に定める手続きに従い、解任又は不再任の手続きを行います。

 

ｆ　監査役による監査法人の評価

当社の監査役は、会計監査人に対して評価を行っており、会計監査人の独立性及び監査活動並びに監査体制

の監視・検証を行うとともに監査役間で協議をしております。

 

④　監査報酬の内容等

ａ　監査公認会計士等に対する報酬

前事業年度 当事業年度

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

4,300 ― 4,300 ―
 

 

ｂ　監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬（ａを除く）

該当事項はありません。

 
ｃ　その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

 
ｄ　監査報酬の決定方針

当社の事業規模の観点から、往査内容及び監査日程等を勘案した上で報酬金額を決定しております。なお、

本決定においては、監査役からの同意を得ております。

 

ｅ　監査役が会計監査人の報酬等に同意した理由

当社の監査役は、会計監査人の監査活動状況、監査品質、監査報酬水準等を確認した結果、会計監査人の報

酬等は妥当であると判断し、同意しております。

 
 

(4) 【役員の報酬等】

当社は非上場会社であるため、記載しておりません。

 

 

(5) 【株式の保有状況】

当社は非上場会社であるため、記載しておりません。
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第５ 【経理の状況】

 

１　財務諸表の作成方法について

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づいて

作成しております。

 

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、事業年度(2024年８月１日から2025年７月31日まで)の

財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

 

３　連結財務諸表について

当社は、子会社がないため、連結財務諸表を作成しておりません。
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１ 【財務諸表等】

(1)【財務諸表】

①【貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前事業年度

(2024年７月31日)
当事業年度

(2025年７月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 465,056 434,228

  売掛金 23,831 23,206

  商品 1,970 2,320

  飲食材料及び貯蔵品 3,897 4,423

  前払費用 2,401 2,576

  未収還付法人税等 ― 1,288

  その他 100 109

  流動資産合計 497,257 468,147

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物 1,005,639 1,005,059

    減価償却累計額 △595,334 △612,535

    建物（純額） 410,304 392,523

   構築物 689,476 698,848

    減価償却累計額 △597,638 △607,052

    構築物（純額） 91,838 91,796

   機械及び装置 62,915 73,743

    減価償却累計額 △53,426 △48,463

    機械及び装置（純額） 9,489 25,280

   車両運搬具 75,317 75,253

    減価償却累計額 △74,011 △73,557

    車両運搬具（純額） 1,306 1,695

   工具、器具及び備品 60,692 59,981

    減価償却累計額 △56,650 △55,814

    工具、器具及び備品（純額） 4,041 4,167

   リース資産 20,764 17,488

    減価償却累計額 △14,892 △14,670

    リース資産（純額） 5,872 2,817

   コース勘定 174,835 174,835

   土地 1,287,566 1,287,566

   有形固定資産合計 1,985,254 1,980,683

  無形固定資産   

   電話加入権 20 20

   無形固定資産合計 20 20

  固定資産合計 1,985,275 1,980,703

 資産合計 2,482,533 2,448,851
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           (単位：千円)

          
前事業年度

(2024年７月31日)
当事業年度

(2025年７月31日)

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 5,903 6,681

  1年内返済予定の長期借入金 4,600 ―

  リース債務 3,359 2,289

  未払金 31,208 35,530

  未払費用 16,158 16,182

  未払法人税等 11,223 6,541

  未払消費税等 16,889 11,524

  契約負債 ※1  306,544 ※1  289,601

  預り金 10,732 11,337

  前受収益 1,303 1,955

  賞与引当金 8,462 8,697

  流動負債合計 416,387 390,343

 固定負債   

  リース債務 3,099 810

  退職給付引当金 156,142 144,864

  役員退職慰労引当金 4,940 5,270

  長期前受収益 ― 3,259

  会員預り金 348,800 337,900

  長期預り保証金 63,000 63,000

  固定負債合計 575,982 555,104

 負債合計 992,369 945,448

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 1,119,200 1,119,200

  資本剰余金   

   資本準備金 400,000 400,000

   その他資本剰余金 5,600 5,600

   資本剰余金合計 405,600 405,600

  利益剰余金   

   その他利益剰余金   

    繰越利益剰余金 △34,636 △21,396

   利益剰余金合計 △34,636 △21,396

  株主資本合計 1,490,163 1,503,403

 純資産合計 1,490,163 1,503,403

負債純資産合計 2,482,533 2,448,851
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②【損益計算書】

           (単位：千円)

          前事業年度
(自 2023年８月１日
　至 2024年７月31日)

当事業年度
(自 2024年８月１日
　至 2025年７月31日)

売上高   

 ゴルフ収入   

  入場料収入 137,522 143,318

  キャディ収入 131,353 137,861

  ロッカー収入 8,664 8,438

  年会費収入 77,038 76,258

  名義書換・登録収入 126,799 123,914

  会員家族登録収入 260 240

  その他のゴルフ収入 189,394 203,107

  ゴルフ収入合計 671,032 693,137

 食堂及び売店収入   

  食堂収入 91,430 90,490

  売店収入 23,708 23,432

  食堂及び売店収入合計 115,138 113,922

 売上高合計 ※1  786,171 ※1  807,059

売上原価   

 ゴルフ原価   

  コース管理費 130,164 135,754

  プレー業務費 297,598 298,077

  ゴルフ原価合計 427,763 433,832

 食堂及び売店原価   

  食堂飲食材料費 31,610 33,733

  その他の食堂営業費 68,111 79,875

  売店商品原価 13,379 13,569

  その他の売店営業費 11,664 12,479

  食堂及び売店原価合計 124,764 139,657

 売上原価合計 552,527 573,490

売上総利益 233,644 233,569

販売費及び一般管理費 ※2  219,182 ※2  221,370

営業利益 14,461 12,199

営業外収益   

 受取利息 0 42

 送電線下補償金収入 1,955 1,955

 ゴルフ場利用税徴収報奨金 698 696

 物品売却益 ― 569

 その他 285 276

 営業外収益合計 2,941 3,541

営業外費用   

 支払利息 167 48

 その他 81 86

 営業外費用合計 248 135

経常利益 17,153 15,604

特別損失   

 固定資産除却損 ― ※３  75

 特別損失合計 ― 75

税引前当期純利益 17,153 15,529

法人税、住民税及び事業税 5,185 2,290

法人税等合計 5,185 2,290

当期純利益 11,968 13,239
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【売上原価明細書】

①　ゴルフ原価

 

  
前事業年度

(自　2023年８月１日
至　2024年７月31日)

当事業年度
(自　2024年８月１日
至　2025年７月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

Ⅰ　コース管理費      

給料手当  50,673  50,404  

退職給付費用  2,804  8,803  

賞与引当金繰入額  2,273  2,141  

その他の人件費  15,707  16,203  

肥料薬品費  30,098  24,394  

減価償却費  9,142  9,530  

その他  19,465  24,276  

合計  130,164 30.4 135,754 31.3

Ⅱ　プレー業務費      

給料手当  146,833  150,951  

退職給付費用  2,340  3,552  

賞与引当金繰入額  2,991  3,108  

その他の人件費  33,224  36,959  

借地料  20,892  20,892  

減価償却費  18,340  5,828  

その他  72,975  76,785  

合計  297,598 69.6 298,077 68.7

ゴルフ原価合計  427,763 100.0 433,832 100.0
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②　食堂及び売店原価

 

  
前事業年度

(自　2023年８月１日
至　2024年７月31日)

当事業年度
(自　2024年８月１日
至　2025年７月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

Ⅰ　食堂原価      

(1) 食堂飲食材料費      

飲食材料期首棚卸高  1,710  2,172  

当期飲食材料仕入高  32,072  34,298  

合計  33,782  36,471  

飲食材料期末棚卸高  2,172  2,737  

差引  31,610 25.3 33,733 24.2

(2) その他の食堂営業費      

給料手当  39,686  45,067  

退職給付費用  1,078  1,851  

賞与引当金繰入額  1,177  1,325  

その他の人件費  10,375  12,169  

減価償却費  5,711  8,435  

その他  10,083  11,026  

合計  68,111 54.6 79,875 57.2

Ⅱ　売店原価      

(1) 売店商品原価      

商品期首棚卸高  2,041  1,970  

当期商品仕入高  13,307  13,919  

合計  15,349  15,889  

商品期末棚卸高  1,970  2,320  

差引  13,379 10.7 13,569 9.7

(2) その他の売店営業費      

給料手当  8,692  9,138  

賞与引当金繰入額  87  100  

その他の人件費  1,752  1,967  

減価償却費  373  256  

その他  758  1,016  

合計  11,664 9.4 12,479 8.9

食堂及び売店原価合計  124,764 100.0 139,657 100.0
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③【株主資本等変動計算書】

 前事業年度(自 2023年８月１日 至 2024年７月31日)

 (単位：千円)

 

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

当期首残高 1,119,200 400,000 5,600 405,600

当期変動額     

当期純利益     

当期変動額合計 ― ― ― ―

当期末残高 1,119,200 400,000 5,600 405,600
 

 

 

株主資本

純資産合計
利益剰余金

株主資本合計その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金

当期首残高 △46,604 △46,604 1,478,195 1,478,195

当期変動額     

当期純利益 11,968 11,968 11,968 11,968

当期変動額合計 11,968 11,968 11,968 11,968

当期末残高 △34,636 △34,636 1,490,163 1,490,163
 

 

 当事業年度(自 2024年８月１日 至 2025年７月31日)

 (単位：千円)

 

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

当期首残高 1,119,200 400,000 5,600 405,600

当期変動額     

当期純利益     

当期変動額合計 ― ― ― ―

当期末残高 1,119,200 400,000 5,600 405,600
 

 

 

株主資本

純資産合計
利益剰余金

株主資本合計その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金

当期首残高 △34,636 △34,636 1,490,163 1,490,163

当期変動額     

当期純利益 13,239 13,239 13,239 13,239

当期変動額合計 13,239 13,239 13,239 13,239

当期末残高 △21,396 △21,396 1,503,403 1,503,403
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④【キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：千円)

          前事業年度
(自 2023年８月１日
　至 2024年７月31日)

当事業年度
(自 2024年８月１日
　至 2025年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税引前当期純利益 17,153 15,529

 減価償却費 40,836 33,742

 賞与引当金の増減額（△は減少） 784 234

 退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,671 △11,278

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,230 330

 受取利息 △0 △42

 支払利息 167 48

 固定資産除却損 ― 75

 売上債権の増減額（△は増加） △2,278 625

 棚卸資産の増減額（△は増加） 262 △876

 仕入債務の増減額（△は減少） 451 777

 契約負債の増減額（△は減少） 5,083 △16,942

 その他の資産の増減額（△は増加） △29 △1,466

 その他の負債の増減額（△は減少） △6,656 578

 小計 65,676 21,337

 利息の受取額 0 42

 利息の支払額 △214 △73

 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 8,830 △7,777

 営業活動によるキャッシュ・フロー 74,293 13,527

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 有形固定資産の取得による支出 △13,616 △25,495

 投資活動によるキャッシュ・フロー △13,616 △25,495

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 長期借入金の返済による支出 △16,800 △4,600

 会員預り金の受入による収入 3,400 5,600

 会員預り金の返還による支出 △42,900 △16,500

 リース債務の返済による支出 △3,528 △3,359

 財務活動によるキャッシュ・フロー △59,828 △18,859

現金及び現金同等物に係る換算差額 ― ―

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 848 △30,827

現金及び現金同等物の期首残高 464,208 465,056

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  465,056 ※1  434,228
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【注記事項】

(重要な会計方針)

１　棚卸資産の評価基準及び評価方法

評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。

(1) 商品

最終仕入原価法

(2) 飲食材料

最終仕入原価法

(3) 貯蔵品

最終仕入原価法

２　固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

定額法

なお、主な耐用年数は次の通りであります。

建物　　　　　　　　　　15～50年

構築物　　　　　　　　　10～50年

機械及び装置　　　　　　７～17年

車両運搬具　　　　　　　　　４年

工具、器具及び備品　　　５～15年

また、2007年３月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から５年で均等

償却する方法によっております。

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース取引

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

３　引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当事業年度における負担額を計上

しております。

(2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法

を用いた簡便法を適用しております。

(3) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
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４　収益及び費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する

通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

(1) 入場料収入

ゴルフ場利用のサービスを提供しており、サービスの提供を行った時点で収入を認識しております。

(2)キャディ収入

キャディサービスを提供しており、サービスの提供を行った時点で収入を認識しております。

(3)ロッカー収入

１日ロッカー

ロッカーの１日貸与サービスを提供しており、サービスの提供を行った時点で収益を認識しております。

契約ロッカー

会員へのロッカー貸与サービスを提供しており、当該使用期間にわたり収益を認識しております。

(4)年会費収入

会員の年会費については、当該年会費に対応した期間にわたり収益を認識しております。

(5)名義書換・登録収入

名義書換・登録収入は、会員資格に基づいた将来のサービスに対する対価の前払いであり、その履行義務の充

足に係る合理的な期間を見積り、当該期間にわたり収益を認識しております。

(6)会員家族登録収入

会員の家族登録サービスを行っており、登録を行った時点で収益を認識しております。

(7)その他のゴルフ収入

ゴルフ場利用に関するその他のサービスを提供しており、サービスの提供を行った時点で収益を認識しており

ます。

(8)食堂収入

食事の提供を行っており、提供を行った時点で収益を認識しております。

(9)売店収入

物品の販売を行っており、販売を行った時点で収益を認識しております。

５　キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資

 

 
(表示方法の変更)

（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「引当金の増減額」に含めておりました「賞与引

当金の増減額」、「退職給付引当金の増減額」、「役員退職慰労引当金の増減額」は、重要性が増したため、当事業

年度より独立記載することとしております。また、前事業年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の

「その他の負債の増減額」に含めておりました「契約負債の増減額」につきましても、重要性が増したため、当事業

年度より独立記載することとしております。これらの表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組

替えを行っております。

この結果、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「引当金

の増減額（△は減少）」に表示していた10,686千円は、「賞与引当金の増減額（△は減少）」784千円、「退職給付引

当金の増減額（△は減少）」8,671千円、「役員退職慰労引当金の増減（△は減少）」1,230千円として組み替えてお

り、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の負債の増減額（△は減少）」に表示していた△1,573千円

は、「契約負債の増減額（△は減少）」5,083千円、「その他の負債の増減額（△は減少）」△6,656千円として組み

替えております。
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(貸借対照表関係)

※１　契約負債のうち、顧客との契約から生じた債権及び契約負債の金額は、財務諸表「注記事項（収益認識関係）

３．(1)契約負債の残高等」に記載しております。

 
 
(損益計算書関係)

※１　顧客との契約から生じる収益

売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客と

の契約から生じる収益の金額は、財務諸表「注記事項（収益認識関係）１．顧客との契約から生じる収益を分解

した情報」に記載しております。

 
※２　販売費及び一般管理費のうち販売費に属する費用のおおよその割合は40.0％であり、一般管理費に属する費用の

おおよその割合は60.0％であります。なお、主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
前事業年度

(自 2023年８月１日
至 2024年７月31日)

当事業年度
(自 2024年８月１日
至 2025年７月31日)

役員報酬 6,840千円 6,840千円

給料手当 58,940千円 60,216千円

退職給付費用 3,112千円 6,282千円

賞与引当金繰入額 1,932千円 2,021千円

賞与 7,257千円 7,489千円

役員退職慰労引当金繰入額 1,230千円 1,320千円

福利厚生費 9,028千円 10,656千円

租税公課 31,383千円 31,164千円

減価償却費 7,269千円 9,691千円

諸手数料 38,086千円 35,390千円

設備管理費 11,036千円 11,114千円
 

 
※３　固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

 
前事業年度

(自 2023年８月１日
至 2024年７月31日)

当事業年度
(自 2024年８月１日
至 2025年７月31日)

機械及び装置 ―千円 75千円

合計 ―千円 75千円
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(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度（自　2023年８月１日　至　2024年７月31日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数

普通株式(株) 1,000 ― ― 1,000

優先株式(株) 1,000 ― ― 1,000

合計(株) 2,000 ― ― 2,000
 

 

当事業年度（自　2024年８月１日　至　2025年７月31日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数

普通株式(株) 1,000 ― ― 1,000

優先株式(株) 1,000 ― ― 1,000

合計(株) 2,000 ― ― 2,000
 

 

(キャッシュ・フロー計算書関係)

※１　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前事業年度

(自 2023年８月１日
至 2024年７月31日)

当事業年度
(自 2024年８月１日
至 2025年７月31日)

現金及び預金勘定 465,056千円 434,228千円

現金及び現金同等物 465,056千円 434,228千円
 

 

　２　重要な非資金取引の内容

前事業年度（自　2023年８月１日　至　2024年７月31日）

該当事項はありません。

 

当事業年度（自　2024年８月１日　至　2025年７月31日）

該当事項はありません。

 

(リース取引関係)
　
１　オペレーティング・リース取引

(借主側)

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

 
前事業年度

(2024年７月31日)
当事業年度

(2025年７月31日)

１年内 20,892千円 20,892千円

１年超 38,302千円 17,410千円

合計 59,194千円 38,302千円
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(金融商品関係)

１．金融商品の状況に関する事項

(１)金融商品に対する取組方針

当社は、資金運用については、短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関及び京成電鉄株式会社からの借入

により資金調達をしております。

(２)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である売掛金は、主として会員の年会費及びクレジット会社への債権であります。これらの債権

は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、取引先ごとの期日管理及び残高管理を

行っております。

営業債務である買掛金や未払金及び未払法人税等は、１年以内の支払期日であります。

長期借入金は、乗用カート設備を導入した際に調達した資金であります。

会員預り金は、会員入会時の預り金であり、また長期預り保証金はロッカー契約時の預り金であります。こ

れらは会員の退会により返済義務が発生いたします。

なお、営業債務、未払法人税等、未払消費税等、長期借入金、会員預り金、長期預り保証金は流動性リスク

に晒されておりますが、一定の手許流動性を維持することなどによりリスク管理をしております。

(３)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することによ

り、当該価額が変動することもあります。

 

２．金融商品の時価等に関する事項

前事業年度（2024年７月31日）

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

 貸借対照表計上額(千円) 時価(千円) 差額(千円)

会員預り金 348,800 289,747 △59,052

負債計 348,800 289,747 △59,052
 

 
(※１)　「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似

するものであることから、記載を省略しております。また、「売掛金」、「買掛金」、「未払金」、「未払

法人税等」、「未払消費税等」は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略

しております。

 

当事業年度（2025年７月31日）

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

 貸借対照表計上額(千円) 時価(千円) 差額(千円)

会員預り金 337,900 280,029 △57,870

負債計 337,900 280,029 △57,870
 

 
(※１)　「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似

するものであることから、記載を省略しております。また、「売掛金」、「買掛金」、「未払金」、「未払

法人税等」、「未払消費税等」は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略

しております。
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(注)１．金銭債権の決算日後の償還予定額

前事業年度（2024年７月31日）

区分 １年以内(千円)

現金及び預金 465,056

売掛金 23,831

合計 488,888
 

 

当事業年度（2025年７月31日）

区分 １年以内(千円)

現金及び預金 434,228

売掛金 23,206

合計 457,435
 

 

(注)２．長期借入金の決算日後の返済予定額

前事業年度（2024年７月31日）

区分
１年以内

１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

５年超

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

長期借入金 4,600 ― ― ― ― ―
 

 
当事業年度（2025年７月31日）

該当事項はありません。
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３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに

分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価

の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定

に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ

属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

 
(1)時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

前事業年度（2024年７月31日）

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

会員預り金 ― ― 289,747 289,747

負債計 ― ― 289,747 289,747
 

 
当事業年度（2025年７月31日）

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

会員預り金 ― ― 280,029 280,029

負債計 ― ― 280,029 280,029
 

（注）時価の算定に用いた評価技法及び評価の算定に係るインプットの説明

会員預り金

将来キャッシュ・フローと返還期日までの期間及び信用リスクを加味した利率を基に割引現在価

値法により算定しており、レベル３の時価に分類しております。

 
 

(有価証券関係)

当社は有価証券を保有しておりませんので該当事項はありません。

 

(デリバティブ取引関係)

当社はデリバティブ取引を利用しておりませんので該当事項はありません。
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(退職給付関係)

前事業年度（自　2023年８月１日　至　2024年７月31日）

１　採用している退職給付制度の概要

当社は、退職一時金制度を採用しております。

なお、退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。

 

２　簡便法を適用した確定給付制度

(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

 退職給付引当金の期首残高 163,914千円

 退職給付費用 9,683千円

 退職給付の支払額等 △17,455千円

 退職給付引当金の期末残高 156,142千円
 

 

(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表

 非積立型制度の退職給付債務 156,142千円

 貸借対照表に計上された負債と資産の純額 156,142千円
 

 

 退職給付引当金 156,142千円

 貸借対照表に計上された負債と資産の純額 156,142千円
 

 

(3)退職給付費用

 簡便法で計算した退職給付費用 9,683千円
 

 

当事業年度（自　2024年８月１日　至　2025年７月31日）

１　採用している退職給付制度の概要

当社は、退職一時金制度を採用しております。

なお、退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。

 

２　簡便法を適用した確定給付制度

(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

 退職給付引当金の期首残高 156,142千円

 退職給付費用 20,490千円

 退職給付の支払額等 △31,768千円

 退職給付引当金の期末残高 144,864千円
 

 

(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表

 非積立型制度の退職給付債務 144,864千円

 貸借対照表に計上された負債と資産の純額 144,864千円
 

 

 退職給付引当金 144,864千円

 貸借対照表に計上された負債と資産の純額 144,864千円
 

 

(3)退職給付費用

 簡便法で計算した退職給付費用 20,490千円
 

 

(ストック・オプション等関係)

該当事項はありません。
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(税効果会計関係)

１　繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

 
前事業年度

(2024年７月31日)
当事業年度

(2025年７月31日)

(繰延税金資産)   

契約負債 92,973千円 87,784千円

退職給付引当金 47,623千円 45,487千円

繰越欠損金 ―千円 3,795千円

その他 9,043千円 9,127千円

繰延税金資産小計 149,640千円 146,195千円

評価性引当額 △149,640千円 △146,195千円

繰延税金資産合計 ―千円 ―千円
 

 

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

 
前事業年度

(2024年７月31日)
当事業年度

(2025年７月31日)

法定実効税率 30.5％ 30.5％

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.6％ 1.1％

住民税均等割等 13.3％ 14.7％

評価性引当額の増減 △14.2％ △31.6％

その他 0.0％ 0.0％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 30.2％ 14.7％
 

 
３　法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第13号）が2025年３月31日に国会で成立し、2026年４月１日

以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。

これに伴い、2026年８月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税

金負債については、法定実効税率を30.5％から31.4％に変更し計算しております。

なお、この税率変更による影響は軽微であります。

 
(企業結合等関係)

該当事項はありません。

 

(資産除去債務関係)

当ゴルフ場土地の一部は、賃貸借契約に基づく原状回復義務を有しておりますが、当該債務に関連する賃借資

産であるゴルフ場用地として、開場以来、現在に至るまで更新契約を継続しており、今後も長期借地予定である

ことから、使用期間が明確でなく、資産除去債務を合理的に見積もることができません。そのため、当該債務に

見合う資産除去債務を計上しておりません。

 
(賃貸等不動産関係)

該当事項はありません。
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(収益認識関係)

１　顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前事業年度（自　2023年８月１日　至　2024年７月31日）

 
一時点で移転される財

及びサービス

一定期間にわたり

移転される財及び

サービス

顧客との契約から

生じる損益
外部顧客への売上高

入場料収入 (千円) 137,522 ― 137,522 137,522

キャディ収入 (千円) 131,353 ― 131,353 131,353

ロッカー収入 (千円) 5,335 3,329 8,664 8,664

年会費収入 (千円) ― 77,038 77,038 77,038

名義書換・登録収入 (千円) ― 126,799 126,799 126,799

会員家族登録収入 (千円) 260 ― 260 260

その他のゴルフ収入 (千円) 189,394 ― 189,394 189,394

食堂収入 (千円) 91,430 ― 91,430 91,430

売店収入 (千円) 23,708 ― 23,708 23,708

合計 (千円) 579,004 207,167 786,171 786,171
 

 
当事業年度（自　2024年８月１日　至　2025年７月31日）

 
一時点で移転される財

及びサービス

一定期間にわたり

移転される財及び

サービス

顧客との契約から

生じる損益
外部顧客への売上高

入場料収入 (千円) 143,318 ― 143,318 143,318

キャディ収入 (千円) 137,861 ― 137,861 137,861

ロッカー収入 (千円) 5,051 3,386 8,438 8,438

年会費収入 (千円) ― 76,258 76,258 76,258

名義書換・登録収入 (千円) ― 123,914 123,914 123,914

会員家族登録収入 (千円) 240 ― 240 240

その他のゴルフ収入 (千円) 203,107 ― 203,107 203,107

食堂収入 (千円) 90,490 ― 90,490 90,490

売店収入 (千円) 23,432 ― 23,432 23,432

合計 (千円) 603,501 203,558 807,059 807,059
 

 
２　収益を理解するための基礎となる情報

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は「（重要な会計方針）　４　収益及び費用の計上

基準」に記載のとおりであります。
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３　顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末にお

いて存在する顧客との契約から、当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

前事業年度（自　2023年８月１日　至　2024年７月31日）

(1)契約負債の残高等

 
前事業年度

期首残高（千円） 期末残高（千円）

顧客との契約から生じた債権 21,553 23,831

契約負債 301,461 306,544
 

契約負債は、主に会員資格に基づくサービスの提供に応じて収益を認識する名義書換・登録収入に係る前受金及

び、対応期間に応じて収益を認識する年会費収入に係る前受金に関するものであります。契約負債は、収益認識に

伴い取り崩されます。

前事業年度に認識された収益額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、77,503千円であります。ま

た、前事業年度において契約負債が5,083千円増加した主な理由は、名義書換・登録収入による会計上の前受金の増

加であり、これにより5,200千円増加しております。

 
(2)残存履行義務に配分した取引価格

残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる時期は、以下のとおりであります。

 前事業年度（千円）

2025年７月期 83,126

2026年７月期 61,139

2027年７月期 53,921

2028年７月期以降 108,357

合計 306,544
 

 
当事業年度（自　2024年８月１日　至　2025年７月31日）

(1)契約負債の残高等

 
当事業年度

期首残高（千円） 期末残高（千円）

顧客との契約から生じた債権 23,831 23,206

契約負債 306,544 289,601
 

契約負債は、主に会員資格に基づくサービスの提供に応じて収益を認識する名義書換・登録収入に係る前受金及

び、対応期間に応じて収益を認識する年会費収入に係る前受金に関するものであります。契約負債は、収益認識に

伴い取り崩されます。

当事業年度に認識された収益額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、83,126千円であります。ま

た、当事業年度において契約負債が16,942千円減少した主な理由は、名義書換・登録収入による会計上の前受金の

減少であり、これにより17,014千円減少しております。

 
(2)残存履行義務に配分した取引価格

残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる時期は、以下のとおりであります。

 当事業年度（千円）

2026年７月期 79,944

2027年７月期 61,557

2028年７月期 51,296

2029年７月期以降 96,803

合計 289,601
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社は、ゴルフ事業及びこれに付帯する業務の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

【関連情報】

前事業年度（自　2023年８月１日 至 2024年７月31日）

１  製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略してお

ります。

 

２  地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高に区分した金額が損益計算書の売上高の90％を超えるため、地域ごとの売上高の記載

を省略しております。

 

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有

形固定資産の記載を省略しております。

 

３  主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載を省略しておりま

す。

 

当事業年度（自 2024年８月１日 至 2025年７月31日）

１  製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略してお

ります。

 

２  地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高に区分した金額が損益計算書の売上高の90％を超えるため、地域ごとの売上高の記載

を省略しております。

 

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有

形固定資産の記載を省略しております。

 

３  主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載を省略しておりま

す。

 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前事業年度（自　2023年８月１日 至 2024年７月31日）

該当事項はありません。

 

当事業年度（自 2024年８月１日 至 2025年７月31日）

該当事項はありません。
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【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前事業年度（自　2023年８月１日 至 2024年７月31日）

該当事項はありません。

 

当事業年度（自 2024年８月１日 至 2025年７月31日）

該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前事業年度（自　2023年８月１日 至 2024年７月31日）

該当事項はありません。

 

当事業年度（自 2024年８月１日 至 2025年７月31日）

該当事項はありません。

 

(持分法損益等)

当社は関連会社がありませんので該当事項はありません。
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【関連当事者情報】

１　関連当事者との取引

財務諸表提出会社と関連当事者との取引

財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

前事業年度（自　2023年８月１日　至　2024年７月31日）

種類
会社等の名称

又は氏名
所在地

資本金

又は

出資金

(千円)

事業の内容
又は職業

 
議決権等の

所有

(被所有)

割合

(％)

関連当事者

との関係
取引の内容

取引金額

(千円)
科　目

期末残高

(千円)

役員 天　野　貴　夫 ― ―

当社取締役

 
京成電鉄

株式会社

代表取締役

専務執行

役員

―

京成電鉄

株式会社

は資金の

借入先

資金の借入 ―
１年内

返済予定の

長期借入金

4,600

利息の支払 167 未払費用 24

 

(注) １　取引条件及び取引条件の決定方針

上記の取引は、天野貴夫氏が第三者（京成電鉄株式会社）の代表者として行った取引であり、独立第三者間

取引と同様の一般的な取引条件で行っております。また、資金の借入金利率については、市場金利に基づい

て合理的に決定しております。

 
当事業年度（自　2024年８月１日　至　2025年７月31日）

種類
会社等の名称

又は氏名
所在地

資本金

又は

出資金

(千円)

事業の内容
又は職業

 
議決権等の

所有

(被所有)

割合

(％)

関連当事者

との関係
取引の内容

取引金額

(千円)
科　目

期末残高

(千円)

役員 天　野　貴　夫 ― ―

当社取締役

 
京成電鉄

株式会社

代表取締役

社長

社長執行

役員

―

京成電鉄

株式会社

は資金の

借入先

資金の借入 ― ― ―

利息の支払 48 ― ―

 

(注) １　取引条件及び取引条件の決定方針

上記の取引は、天野貴夫氏が第三者（京成電鉄株式会社）の代表者として行った取引であり、独立第三者間

取引と同様の一般的な取引条件で行っております。また、資金の借入金利率については、市場金利に基づい

て合理的に決定しております。
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(１株当たり情報)

 
前事業年度

(自　2023年８月１日
至　2024年７月31日)

当事業年度
(自　2024年８月１日
至　2025年７月31日)

１株当たり純資産額 745,081円83銭
 

 

１株当たり純資産額 751,701円66銭
 

 

１株当たり当期純利益金額 5,984円13銭
 

 

１株当たり当期純利益金額 6,619円83銭
 

 
 

(注) １　潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 
２　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前事業年度

(2024年７月31日)
当事業年度

(2025年７月31日)

純資産の部の合計額(千円) 1,490,163 1,503,403

純資産の部の合計額から控除する金額(千円) ― ―

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 1,490,163 1,503,403

期末の普通株式(普通株式と同様の株式を含

む)数(株)
2,000 2,000

(１)期末の普通株式数(株) 1,000 1,000

(２)期末の優先株式数(株) 1,000 1,000
 

 

３　１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前事業年度

(自　2023年８月１日
至　2024年７月31日)

当事業年度
(自　2024年８月１日
至　2025年７月31日)

当期純利益(千円) 11,968 13,239

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る当期純利益(千円) 11,968 13,239

普通株式(普通株式と同様の株式を含む)の期

中平均株式数(株)
2,000 2,000

(１)普通株式の期中平均株式数(株) 1,000 1,000

(２)優先株式の期中平均株式数(株) 1,000 1,000
 

 

(注)　当社の発行している優先株式は、普通株式より剰余金の配当請求権が優先的ではなく、また、残余財産分配額

は普通株式より優先的であるものの、残余財産分配請求権は優先的ではないことから、普通株式と同等の株式

として取り扱っております。すなわち、１株当たり純資産額の算定にあたっては、優先株式の期末発行済株式

数を普通株式の期末発行済株式数に加算し、１株当たり当期純利益金額の算定にあたっては、優先株式の期中

平均株式数を普通株式の期中平均株式数に加算しております。

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

株式会社　藤ケ谷カントリー倶楽部(E04696)

有価証券報告書

45/54



⑤ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

該当事項はありません。

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類
当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産        

　建物 1,005,639 ― 580 1,005,059 612,535 17,780 392,523

　構築物 689,476 9,372 ― 698,848 607,052 9,414 91,796

　機械及び装置 62,915 17,978 7,150 73,743 48,463 2,111 25,280

　車両運搬具 75,317 1,016 1,080 75,253 73,557 627 1,695

　工具、器具及び備品 60,692 879 1,590 59,981 55,814 753 4,167

　リース資産 20,764 ― 3,276 17,488 14,670 3,054 2,817

　コース勘定 174,835 ― ― 174,835 ― ― 174,835

　土地 1,287,566 ― ― 1,287,566 ― ― 1,287,566

合計 3,377,208 29,245 13,676 3,392,777 1,412,094 33,742 1,980,683

無形固定資産        

　電話加入権 ― ― ― 20 ― ― 20

合計 ― ― ― 20 ― ― 20
 

(注) １　当期増加額のうち主なものは次の通りであります。

　　　　　構築物　　　　　　　　スプリンクラー（ベントグリーン）　　　　4,900千円

　　　　　構築物　　　　　　　　スプリンクラー（ティイングエリア）　　　2,200千円

　　　　　構築物　　　　　　　　16番ホールトイレフェンス　　　　　　　　　950千円

　　　　　構築物　　　　　　　　４番ホール右側階段　　　　　　　　　　　　895千円

　　　　　構築物　　　　　　　　18番ホール防球ネット支柱　　　　　　　　　427千円

　　　　　機械及び装置　　　　　乗用カートナビシステム　　　　　　　　　7,330千円

　　　　　機械及び装置　　　　　キャディバック搬送機　　　　　　　　　　3,200千円

　　　　　機械及び装置　　　　　乗用３連ロータリーモア　　　　　　　　　3,750千円

　　　　　機械及び装置　　　　　ブロワー　　　　　　　　　　　　　　　　1,530千円

　　　　　機械及び装置　　　　　井戸ポンプ　　　　　　　　　　　　　　　1,300千円

　　　　　機械及び装置　　　　　冷凍冷蔵庫　　　　　　　　　　　　　　　　468千円

　　　　　機械及び装置　　　　　テーブル型冷凍冷蔵庫　　　　　　　　　　　400千円

　　　　　車両　　　　　　　　　軽トラック　　　　　　　　　　　　　　　1,016千円

　　　　　工具、器具及び備品　　複合機　　　　　　　　　　　　　　　　　　640千円

　　　　　工具、器具及び備品　　食堂ホール用テレビ　　　　　　　　　　　　238千円

２　当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

　　　　　建物　　　　　　　　　揚水ポンプ　　　　　　　　　　　　　　　　580千円

　　　　　機械及び装置　　　　　グリーン温注機　　　　　　　　　　　　　4,950千円

　　　　　機械及び装置　　　　　ゴルフバック搬送カートシステム　　　　　2,200千円

　　　　　車両　　　　　　　　　軽ダンプ　　　　　　　　　　　　　　　　1,080千円

　　　　　工具、器具及び備品　　グリーン用スイーパー　　　　　　　　　　　820千円

　　　　　工具、器具及び備品　　アプローチモア　　　　　　　　　　　　　　500千円

　　　　　工具、器具及び備品　　ポンプ用モーター　　　　　　　　　　　　　270千円

　　　　　リース資産　　　　　　乗用３連グリーンモア　　　　　　　　　　3,276千円

３　無形固定資産の金額が資産総額の１／100以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減

少額」の記載を省略しております。
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【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分
当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(％)

返済期限

１年以内に返済予定の長期借入金 4,600 ― ― ―

１年以内に返済予定のリース債務 3,359 2,289 ― ―

リース債務(１年以内に返済予定
のものを除く。)

3,099 810 ―
2027年２月12日～
2027年４月12日

その他有利子負債 ― ― ― ―

合計 11,059 3,099 ― ―
 

(注) １　リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表

に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

２　リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年内における１年毎の返済予定額は以

下の通りです。
 

区分
１年超２年以内
(千円)

２年超３年以内
(千円)

３年超４年以内
(千円)

４年超５年以内
(千円)

リース債務 810 ― ― ―
 

 

【引当金明細表】

 

区分
当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

賞与引当金 8,462 8,697 8,462 ― 8,697

役員退職慰労引当金 4,940 1,320 990 ― 5,270
 

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。
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(2) 【主な資産及び負債の内容】

①　資産の部

ａ　現金及び預金

 

区分 金額(千円)

現金 2,206

預金  

当座預金 404,485

普通預金 27,536

計 432,022

合計 434,228
 

 

ｂ　売掛金

イ　相手先別内訳

 

相手先 金額(千円)

㈱ジェーシービー 8,713

三菱ＵＦＪニコス㈱ 6,334

㈱東京クレジットサービス 2,926

ちばぎんディーシーカード㈱ 2,181

ユーシーカード㈱ 1,565

その他　(注) 1,484

合計 23,206
 

(注)　プレー代他

 

ロ　売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)
 
(Ａ)

当期発生高(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)
 

(Ｃ)
×100

(Ａ)＋(Ｂ)
 

滞留期間(日)
(Ａ)＋(Ｄ)
２
(Ｂ)
365

 

23,831 678,212 678,837 23,206 96.7 12.7
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ｃ　商品

区分 金額(千円)

売店商品 2,320

合計 2,320
 

 

ｄ　飲食材料及び貯蔵品

 

区分 金額(千円)

食材 1,940

飲料 797

肥料薬品 1,685

合計 4,423
 

 

②　負債の部

ａ　買掛金

 

相手先 金額(千円)

株式会社秋元 1,789

株式会社三和 1,440

日本食研株式会社 440

ビックボスシバサキ株式会社 367

古川商店 327

その他 2,315

合計 6,681
 

 

ｂ　退職給付引当金144,864千円

内訳は「退職給付関係」の注記に記載しております。

 

ｃ　会員預り金

 

区分 金額(千円)

平日会員 334,900

家族会員 3,000

合計 337,900
 

(注)　期末現在平日会員251名

期末現在家族会員１名

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

 

事業年度 ８月１日から７月31日まで

定時株主総会 10月下旬

基準日 ７月31日

株券の種類 １株券

剰余金の配当の基準日 ７月31日

１単元の株式数 規定なし

株式の名義書換え  

　　取扱場所 千葉県柏市泉2348

　　株主名簿管理人 なし

　　取次所 なし

　　名義書換手数料 無料

　　新券交付手数料 無料

単元未満株式の買取り  

　　取扱場所 規定なし

　　株主名簿管理人 規定なし

　　取次所 規定なし

　　買取手数料 規定なし

公告掲載方法 官報に掲載してこれを行う

株主に対する特典
当社株式２株（普通株式・優先株式各１株ずつ）を所有するものは、藤ヶ谷カント
リークラブ理事会の承認を受けたうえで、藤ヶ谷カントリークラブの正会員（登録料
2,000千円）としてゴルフ場を利用することができる。
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第７ 【提出会社の参考情報】

 

１ 【提出会社の親会社等の情報】

当社には、親会社等はありません。

 

２ 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

 

(1) 有価証券報告書及びその添付書類

事業年度　第60期(自　2023年８月１日　至　2024年７月31日)2024年10月23日関東財務局長に提出

 
(2) 半期報告書

第61期中(自　2024年８月１日　至　2025年１月31日)2025年４月25日関東財務局長に提出
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書
 

 

　

2025年10月29日

株式会社藤ケ谷カントリー倶楽部

取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人

　東京事務所
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 島　　　　　義　　浩  

 

 

 
監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社藤ケ谷カントリー倶楽部の2024年８月１日から2025年７月31日までの第61期事業年度の財務諸表、すなわ

ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及

び附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社藤ケ谷カントリー倶楽部の2025年７月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及び

キャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 
監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職

業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営

者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容

の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載

内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と

財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような

重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告

することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを

評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要

がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。
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財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が

ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決

定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と

しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を

立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な

監査証拠を入手する。

・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実

施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び

関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、

継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付

ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意

を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項

付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている

が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう

かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事

象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制

の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
　

 

（注）１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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